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１．廃止論から改革論へ

ウェッブ夫妻は，1834 年の新救貧法制定に

導いた新たな思想の動きを，３つにまとめてい

る。第１は，タウンゼンドに代表されるもので，

公的救済は受給者を無気力にし，彼らの性格を

堕落させ，彼らの間に概して好ましくない行動

を誘発するという考えである。第２は，マルサ

スの人口原理および賃金基金説である。それに

よれば，あらゆる救済は，貧民の悲惨を減らす

ことに失敗するのみならず，困窮のより広大な

貯水池を形成するという意味において実際に有

害なものと考えられる。第３はベンサムの影響

である。それは，最大多数の最大幸福をもたら

すように計画された政策を地方当局に遂行させ

るために，中央政府が地方当局の行動を指導し

監督する必要があることを唱える１）。

ウェッブ夫妻が掲げた第１および第２の思想

から直接導き出されるのは，救貧法の「改正」

（amendment）ではなく，むしろその「廃止」

（abolition）であろう。しかし，実際に起きた

ことは，「廃止」ではなく「改正」であった。

たしかに，新救貧法が規定した劣等処遇にもと

づく院内救済を，労働能力者に対する公的救済

の事実上の「拒否」「廃止」ととらえる見解も

あろう。この点については次節で触れることと

して，ここでは，ともかくも 1834 年の救貧法

改革が，その「廃止」ではなく「改正」に帰着

した事実に注目したい。この事実の背後に，

「廃止」論から「改正」論への思考の転換があっ

たとすれば，それを促した事情は何であったの

か。J.S.ミルの次の叙述は，この点について一

つの示唆を与えている。

ミルは，マルサスらが一切の救貧法に反対し

たのにはそれなりの理由があったとしながら，

この間の多大な経験と救貧法運用の種々なる方

法の慎重な検討の結果，「他の人々の費用をもっ

て扶養される絶対的権利を法律上，および事実

上承認しても，それは勤勉への動機や慎慮によ

る抑制を致命的に減殺することにはならない」

こと，「被救済権（a right to relief）を認める

救貧法が，労働者階級およびその子孫の永続的

利益と相容れないものではないこと」，「たとえ

救済が必需品を十分に与えるものであっても，

もしそれが民衆の自由の若干の制限を内容とす

るところの，したがって民衆が嫌悪するところ

の条件を伴い，またある種の放恣の禁止を伴う

ならば，援助の保証を，それが民衆の精神や習

慣におよぼすところの有害な効果から解放する

ことができるということ」が明らかとなった，

と述べている２）。

ミルは，廃止論から改革論への転換を促した

契機として，1834 年の救貧法調査委員会報告

の意義を強調している。このこと自体は否定さ

れるべきものではないが，すでに古典派経済学

の内部に，「よく管理された救貧法制度は国に

とって多大の利益を生むであろう」という認識

に立った改革論議が，いくつかの対立を含みな

がら存在していた事情を見ておく必要があるだ

ろう。
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そこで以下では，経済学クラブにおける救貧

法論議，さらに，シーニア，マカロク，スクロ

ウプの救貧法論を取り上げ，この時期の古典派

経済学内部における改革論議のありようを概観

し，最後に，「19 世紀行政革命」論争とそれ以

後の救貧法研究に照らして，今後の課題を述べ

たい。

２．「机上論」と「現実論」

そこでまず，前節において検討を留保した見

解，即ち，新救貧法が規定した劣等処遇にもと

づく院内救済は，労働能力者に対する公的救済

を事実上拒否するものであるとの見解について

述べておきたい。

大沢氏は，1834 年報告書の救済原則を直ち

に公的救済の拒否として翻訳することに疑問を

呈し，現実に即した救済原則の構造の解明を試

みている。大沢氏の整理によれば，従来の研

究３）においては，1834 年の救貧法改正法は経済

的自由放任主義の発展を救貧法政策の面で指標

した立法として位置づけられてきたが，それは，

1834 年の報告書の提唱する劣等処遇の院内救

済は，報告書自体の論述にもかかわらず，改正

推進当事者の本音においても，また客観的にも，

労働能力者に対する公的救済の拒否に等しいと

する認識に基づくものであった。

さらに大沢氏は，次のような見解を取り上げ

ている。つまり，マルサスの人口論やリカード

ウの賃金基金説など当時の開明的政治・経済思

想が救貧法の廃止論に帰結したのに対して，

1834 年報告の勧告は明らかにそれとは別のも

のであったが，それは「机上論」と「現実論」

の相違に過ぎないとする見解４）である。

大沢氏は，この見解に対して反論を試みるも

のではないとしたうえで，「机上論」ではなく

「現実論」に対する問題関心から，1834 年報告

の救済原則を直ちに「公的救済の拒否」として

翻訳することは控え，「現実論」に内在してそ

の構造を明らかにするという課題を設定されて

いる５）。

以上のような大沢氏の見解と同様に，本稿も

また，新救貧法を労働能力者に対する公的救済

の拒否，さらには救貧法の事実上の廃止と理解

することは差し控えたい。その上で，大沢氏に

よる研究史の整理に即していうならば，本稿が

扱うのは「机上論」に関わるものである。政策

の決定はつねに諸種の利害対立の中で行われざ

るをえない限り，「机上論」と「現実論」との

使い分けはしばしば行われうることではあろう。

その意味で，当時の経済学者たちの態度にこう

した二面性を見ることもあながち不当と言えな

い。しかし，そうした判断を下す前に，古典派

経済学者たちの「机上論」のレベルにおいて，

仮にそれが確立した原則にまで高められていな

いにせよ，改革を志向する議論の有無を，また

その内容を確認することが必要と思われるので

ある。そこで以下では，経済学クラブにおける

救貧法論議，そして，シーニア，マカロク，ス

クロウプの所論を取り上げ，救貧法改革をめぐ

る古典派経済学内部における議論の対立を概観

してみたい。

３．経済学クラブにおける救貧法論議

現在手にすることのできる記録から，経済学

クラブの発展の第１期（1821～46 年）におけ

る救貧法論議の主なものをたどってみよう。

救貧法問題が論題として最初に明示的に取り

上げられたのは 1821 年 12 月３日の会合におい

てである。そこでマコーレーが提起した論題は，

救貧法の害悪のもっとも良い実際的な矯正法は

何か，というものであった。ちょうどその時期，

1821 年５月には，スカーレットが救貧法改正

を提案している。また，翌年７月にはノランが，
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別個に救貧法改革案を出している。これらはい

ずれも議会を通過しなかったが，1817 年のス

タージェス・バーン委員会以降，再び救貧法改

革に関する一般的討議をまきおこしたといわれ

ている６）。

次に，1829 年４月６日の会合では，マカロ

クが，1600 年から 1795 年の期間において，イ

ングランドの救貧法は人口の増加あるいは人口

の減少を生じさせたであろうか，という論題を

提起している。前年の 1828 年に，下院では労

働能力者の救済について，上院ではより広く救

貧法一般について調査が始められている。以上

2つの会合においてどのような議論が交わされ

たかについては知ることができないが，議会に

おける救貧法改革論議に呼応するものであった

ことを予想させる７）。

1830 年代になると，救貧法問題をはじめ，

賃金問題，人口問題が多く取り上げられるよう

になる。1831 年１月 13 日の会合でトレンズが

提起した論題は，農業労働者の間にみられる現

在の苦境と不満の原因は何か，そして，何らか

の手段で諸害悪を取り除くことができるか，と

いうものであった。周知のとおり 1830 年８月

から 11 月にかけて東南部イングランドで農業

労働者の大規模な暴動，「スイング暴動」が起

きた。トレンズの問題提起はそうした情勢をと

らえてのものである。マレットの日記によれば，

南部地域における騒擾の原因は何か差し迫った

必要や苦境によってではなく，むしろ政治的興

奮によるものであるとの認識が共有されていた

ようである。さらに，この地域の農業労働者の

一般的に低い生活状態は，過剰人口，救貧法の

誤った運用，農業者の苦境等に由来するとの認

識についても一致していたようである８）。

1832 年 12 月７日の論題はシーニアによって

提出された。「１．貧民救済のための基金につい

ての査定を教区の権威に委ねておいたままで，

基金の徴収と分配を政府の役人に任せることは

賢明であろうか。２．基金の負担を依然として

教区に負わせたままで，基金についての査定を

政府の役人に任せることは賢明であろうか。

３．基金を国の負担とすることは，あるいは地

方の負担とすることは，あるいは国民の負担と

することは賢明であろうか。」

この年政府は，救貧法行政の実態調査のため

の調査委員会を設置したが，シーニアはその委

員の一人に選ばれている。翌年１月 11 日の会

合においても，同じ論題をめぐって議論がかわ

されている。この２つの会合における議論は興

味深い。そこでは，救貧法と，その基金の徴収

と配分をひとつの官庁のもとで政府の役人に移

管することの適否が論じられた。マレットの日

記には，この問題に関して，救貧税納付者の私

的利害こそが救貧税増大に対する唯一の有効な

抑制要因だとするマカロクと，それに反対する

チャドウィックの議論が記録されている。また，

自己の所属する教区で救貧法改革に取り組んで

きたブレイクとノーマンの議論も紹介されてい

る。貧民救済を院内救済に限ること，救貧行政

を一律の計画に基づいて行うための委員会を政

府が各州に任命すること，また，土地所有者の

教区会議での発言権の問題などが議論されてい

る９）。

1833 年 12 月６日の会合では，アイルランド

において救貧法を制定することの効果如何が議

論されている。マカロクは，救貧法の原則とそ

の濫用された運営とを区別すべきことを主張し

ている。またノーマンは，古い人口稠密な国で

は，貧民の法的扶養か物乞いかの二者択一であ

るとし，法的扶養に賛成する立場を述べている。

それに対してマルサスは，アイルランドにおけ
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る救貧法は過剰人口を固定化すると述べ，また

シーニアは，各救貧区が一人の地主に属してい

れば地主は人口の増大を一切制限するだろう，

というマカロクの所説を批判している。この問

題をめぐる議論は，「困窮に対する義務的扶養

は，土地の排他的な所有のあるところでは，常

に存在しなければならないか」を論じた 1835

年３月５日の会合でも再燃している。マレット

の日記によれば，少数の例外を除いて多くの者

が「この危ない実験」に賛成していた10）。

1834 年２月７日の会合は，定住権の問題を

取り上げている。「果てしない論争」と「法律

上の困難」の種であるこの問題について，憂鬱

で絶望的な説明がなされた。そこで全員が承認

したのは，定住権への資格は出生地のみとすべ

きということであった11）。

同年 4 月 10 日の会合では，労働能力者に対

する義務的扶養の有益性が議論されている。シー

ニアが欠席したため，チャドウィックが代わっ

てこの問題を提起している。チャドウィックは，

定住法を基礎とした義務的扶養か，あるいは公

然たる物乞いかの二者択一を論じ，社会の成員

をいかなる事情のもとでも欠乏のために死ぬこ

とから守ることが社会の義務であるとした。ト

レンズやマカロクがこれに続き，マレットをは

じめとする数人がこれに反論している12）。

以上が，新救貧法制定に前後する時期におけ

る経済学クラブでの改革論議の概要である。議

論の詳細は分からないが，しかし，当時の主要

な経済学者たちが集ったこのクラブにおいて，

救貧法改革をめぐる多様な立場が交錯していた

ことを見ることができる。

４．シーニア

周知のとおりシーニアは，1832 年に設置さ

れた救貧法調査委員会のメンバーとして活躍し，

新救貧法の制定において中心的な役割を演じた

人物である。ボウレーは，シーニアの救貧法論

に関して，1832 年から 41 年まで基本的な考え

が保持され，40 年代後半になって強調点の修

正がなされたとしている。そこで，ボウレーの

所説に依りながら，1832 年から 41 年までにつ

いて，まずはじめに救貧法改革に関するシーニ

アの一般的理念を，次に救貧行政に関する見解

をみることにしよう13）。

シーニアの救貧法論は，社会の進歩を個人の

自由の漸次的発展と理解する立場に基づいてい

る。発展過程の第１の重要なステップは農奴制

の廃止であるが，それは労働者に，法的な人格

的自由，法的な職業の自由を与えた。しかし現

実的自由は救貧法および定住法によって阻害さ

れていた。シニーアが人格的自由を語る場合，

それは，自助の個人的責任と結びついていた。

救貧法は，労働者に自助の責任能力を認めない

ことを基本原理としており，それゆえ，労働者

階級の人格的自由の実現にとって，その廃止は

重要な一段階をなすと考えられた。したがって，

仮に救貧法が必要と考えられるとしても，それ

は社会進歩の過程を可能な限り妨げないやり方

で作られなければならない。

現行の救貧制度あるいは救済策の諸提案を検

証する場合，シーニアが一貫して保持するのは

このような観点である。例えば労働税に関して

は，それは独立労働者と受救貧民の区別を破壊

し，善行，勤勉，熟練を無価値なものにしてし

まうと批判している。また，救貧法に関しては，

雇主の意に適うように学ぶこと，仕事を求めて

奮起すること，気性に抑制を加えること，怠惰

と飲酒が家族を破壊することの恐れを抱くこと，
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救貧法はこれらの必要を労働者から取り去るこ

とによって，彼らを奴隷的な生存保証の状態に

おくと述べている。

ところでシーニアは，1836 年のラッセル宛

の手紙の中で，労働能力者に対する救済に関す

る自己の見解の変化について語っている。それ

は，かつては労働能力者に対する義務的給付に

反対であったが，その後の経験から，高い生活

水準を有するイングランドのような国では，劣

等処遇の原則によって厳格に管理されたワーク

ハウスにおける労働能力者への給付は，安全か

つ有益に行いうるという判断に到った，という

ものである。ボウレーは，この変化の期日を正

確に判断することは難しいとしながら，1832

年９月から 1835 年の数カ月までの間であろう

と推定している。いずれにしてもシーニアは，

イングランドの発展段階と伝統を考慮した上で，

労働能力者に対する救済がもたらす弊害を防ぐ

ことができるならば，それを一切廃止すること

は望ましくないと信ずるに到った。

救貧法改革に関するシーニアの一般的理念は

次のように整理される。改革以前のこれまでの

あらゆるタイプの救済制度は，活力と先見の明

に対する動機を破壊することによって，自らへ

の需要を生み出す傾向を持っていた。したがっ

て，救貧法の改革は，独立した労働能力者と救

済を受ける労働能力者との間に，また，老齢や

疾病に備えている者とそうでない者との間に区

別を置くことによって，活力や先見の明に対す

る動機を失わせる障害を取り除くものでなけれ

ばならない。

次に，救貧行政に関するシーニアの見解をみ

てみよう。救貧法改革の一般的理念に基づいて

救貧行政を実際に改革しようとしたとき，シー

ニアは，旧救貧法の下で生れた害悪の大きさと

改革に反対する利害関係の広範な存在に直面せ

ざるをえなかった。救貧法の害悪をどんな犠牲

を払ってでも取り除くべきだという一般的な感

情がある一方で，改革が何らかの直接的な不利

益をもたらすと考えられたとき，人々はそれに

反対する。こうした事態に臨んでシーニアが下

した結論は，教区に基礎を置く地方行政の伝統

を壊すことであった。救貧行政を地方の業務と

することで救貧税納付者の権限を保証しようと

するような政策では，事態を解決できないと考

えたからである。必要とされたのは，救済の条

件に関する一般的な規律と中央行政機構による

統制であった。行政機構の改革に関してはたし

かにチャドウィックの影響が大きいが，1832

年にはシーニアは独自に同様の結論に達してい

た。

５．マカロク

オブライエンは，マカロクの救貧法論を，

1826 年以前とそれ以後とに分けて考察してい

る。以下，オブライエンに依りながら，マカロ

クの救貧法論を概観してみよう14）。

1826 年までのマカロクは，救貧法は勤勉と

節倹を導くあらゆる動機を破壊するとする，リ

カードウおよびマルサスの主張に従い，可能な

らばそれは廃止されるべきであると信じていた。

マカロクは，被救済貧民と救貧法は相互に作用

しあって，互いを幾何級数的に増加させると考

えていた。その帰結は，労働供給の増大と賃金

の低下，そして労働者の独立性の破壊である。

マカロクが特に危惧するのは，これらのことが，

彼が重視する心理的生活水準の上昇を求める欲

求を破壊してしまうということであった。

マカロクは，小屋制度や公共事業などの救貧

制度にも反対しているが，しかし，貧民に対す

る一時的な援助は不可避であるとも考えていた。

その理由は，イングランドのような高度に工業

化している国は需要の変動に晒されやすく，そ

れが引き起こす苦境は，心理的生活水準を引き

下げる危険を孕んでいるからである。これに関

連する 1821 年９月 30 日付のネイピア宛の手紙
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は，救貧法に関するマカロクの一般的見地に対

する彼自身の部分的な懐疑を表明するものであ

るが，それはあくまで部分的なものであり，こ

の時点では，農業経済への救貧法の導入には反

対している。総じて，1826 年までのマカロク

は，自らの立場にある種の困難を認めつつも，

基本的にはマルサスの影響の下にあった救貧法

廃止論者の一人であった。

1826 年以降，救貧法の効果に関する彼の考

えは大きく変化する。1833 年３月６日付のネ

イピア宛の手紙では，かつての見解がマルサス

理論の無批判的な受容からきたものであること

などの事情が語られている。見解の変化が最初

に公にされたのは 1828 年の『エディンバラ・

レビュー』の論文においてである。1830 年の

『経済学原理』や，1830 年の委員会証言では，

救貧法の歴史に関する研究に基づく厳密な検証

の結果，救貧法は当初考えていたこととは逆の

結果を生んでおり，救貧税に付随する害悪は適

切な管理によって抑えることができるという認

識に到ったことが述べられている。

オブライエンは，こうした見解の変更に影響

を及ぼした人物として，バートン，ホウレット

に加え，J.ブラックの名を挙げている15）。土地

所有者と大農業者の利己心は，もし救貧法の運

営が彼らの手に委ねられるならば，救貧法が人

口増加の刺激となることを十分に防ぎうるとす

るブラックの主張は，マカロクに大きな影響を

与えたとされている。この点についてはシーニ

アやチャドウィックが批判しているが，マカロ

クは一貫してこれを主張した。

これに加えて，マカロクに影響を与えたもう

一つの要因として，オブライエンは，救済が与

えられなかった場合に起こりうる現存の社会秩

序の転覆に対する危惧を挙げている。ここには，

1830 年の「スウィング暴動」が影を落として

いる。マカロクは，救貧法の存在は，現存の社

会秩序を維持することへの関心を貧民にもたら

すと考えたのである。

このようにしてマカロクは，救済の必要を明

確に認識するに到った。マカロクは，イーデン

やヤングを引きながら，エリザベス救貧法は人

口増加をもたらすことなく完璧に機能していた

とし，救貧法調査委員会は旧救貧法の弊害を誇

張していると批判している。それと関連して，

従来の立場とは異なり，定住法が旧救貧法を機

能させる上で極めて重要な効力を持っているこ

とを強調している。失敗したのは救貧法の原理

そのものではなく，単にその近年における運用

に他ならないとし，1782 年のギルバート法お

よび 1795 年のスピーナムランド制の弊害を指

摘している。

ギルバート法の誤りは，院外救済を拒否する

選択権を貧民監督官から取り上げた点にある。

マカロクは，全ての救済は院内救済でなければ

ならないとは考えていない。ただ，故意の怠惰

を防止するために，院外救済を拒否する権限を

貧民監督官がいつでも行使できるのでなければ

ならないとしている。ワークハウスもまた，規

律ある秩序立った管理体制のもとに置かれるな

らば有益であるとしている。

マカロクにとって必要なことは 1782 年以前

の制度に戻ることであった。マカロクは，改革

は教区を通じての地方行政に依拠すべきこと，

そして治安判事の役割をなくすことを主張した。

救貧行政は救貧税の納付者に委ねられるべきで

ある。というのは，彼らの利己心がそれを十分

に果たすからである。このような立場からマカ

ロクは，新救貧法の全体機構を痛烈に批判して

いる。新救貧法は，人民自身の利益について，

政府の役人は人民自身よりもそれをよく知って

いるという原理に立脚している。マカロクは，

教区行政に対する外部からの干渉に反対すると

ともに，小さな行政単位の重要性を強調してい

る。救貧行政の中央集権化は，政府を受救貧民

の集団に対置させることとなり，そこに弛緩が
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生じやすくなるからである。その上でマカロク

は，1782 年以前の制度への復帰は，新救貧法

と同様の救済を，しかも新救貧法に付随する有

害な結果を伴うことなく与えることができると

述べている。

６．スクロウプ

スクロウプは，1831 年から 33 年までの間

『クォーターリー・レヴュー』の経済学関係の

評者として，救貧法問題について活発な執筆活

動を行い，また後には下院議員として，新救貧

法をめぐる法案審議に積極的にかかわった人物

である。マッケイは，新救貧法の法案審議の過

程における法案批判のひとつの「公正なサンプ

ル」を提供した人物としてスクロウプを評価し

ている16）。また，スクロウプを，マカロクとな

らんで，救貧法廃止論にとってかわる新たな分

析方法を発展させた人物として評価する見解も

ある17）。新たな方法とは，救貧法は経済発展と

両立しうるばかりでなく，それを支えるもので

あるという考えに基づく方法である。そこで以

下に，スクロウプの救貧法論を見てみよう18）。

スクロウプの救貧法論の基礎には，貧民の被

救済権の承認がある。封建制の解体によって，

農奴は土地から切り離され自由労働者になると

同時に，領主の保護を失うことになる。そこに，

被救済権が登場してくる根拠がある。それを制

度的に承認したものがエリザベス救貧法に他な

らない。スクロウプは，被救済権を「神聖な権

利」としているが，被救済権の法的な承認は，

単に慈善とか正義ということであるばかりでな

く，明らかに実際的な政策でもあるとしている。

貧民に対する公的な援助がなければ必ず物乞い

や放浪が生ずるような社会にあって，それは，

財産に対する罪を防止し，社会の平和と秩序に

対する脅威や敵対や侵害を防止するための重要

な政策である。というのも，国民の大多数がつ

ねに欠乏の苦境に晒されており，法を遵守する

精神のないところでは，大規模な資本蓄積や利

潤を見込める投資もありえないからである。

このように，スクロウプにとって救貧法は，

貧民の被救済権の承認という正義の実現と，資

本蓄積のための社会的条件の形成という意味で，

きわめて重要な制度であった。したがって，マ

ルサスに代表されるような廃止論は厳しく批判

されねばならないものであった。

しかし，スクロウプにとって，スピーナムラ

ンド制は廃止されるべきものであった。スクロ

ウプは，スピーナムランド制を，エリザベス救

貧法の精神と条文に対する直接の侵害とみなし

ている。なぜなら，それは，賃金を低めて労働

者階級の境遇を押し下げ，逆に，労働者の犠牲

の上に地代を引き上げて，土地所有者と雇主に

利益をもたらす制度に救貧法を変質させたから

である。と同時にスクロウプは，スピーナムラ

ンド制の悪弊が救貧法そのものに由来すると誤

解されていることに警告を発してもいる。

では，スピーナムランド制に代えて何が必要

なのか。スクロウプは，当時の救貧行政の改革

についていくつかの具体策を出している。例え

ば，救貧行政の完全な統一性を強制できる権威

をもったなんらかの中央組織による監督を適切

に組織することである。この議論の背景には，

スピーナムランド制は，個々の治安判事や教区

委員の無制限の権力の行使と，恣意的な条文解

釈によって招かれた事態であるとの認識がある。

スクロウプはまた，定住法の完全な改定の必要

も唱えている。

もっとも注目すべき改革案は，相互保険制度

の構想である。スクロウプが考える相互保険制

度とは，すべての雇い主が，労働者を苦境から

守るための基金に金を納めることを義務づける

やり方のことである。つまり，老齢者や労働不

能者や貧窮にあえぐ貧民を養うための支出は，

（ ）2006.11 救貧法改革と古典派経済学 森下 57 241

16）Mackey 1900：315
17）Innes 2002：394
18）スクロウプに関する以下の叙述については，森
下 2001：107-47，参照。



彼らの労働によって利益を得てきた人に負担さ

せるというやり方である。

スクロウプは，このような保険制度によって，

教区の救貧税に依存する貧民の数は大きく減る

だろうと期待している。しかもこの制度は，こ

れまでの救貧制度につきまとう屈辱感や堕落感

を伴わない。労働者がこの基金に頼むとき，彼

らは，これまで彼らから引き離されていた正当

な稼ぎの一部分を彼ら自身の利得として要求し

ているにすぎないと考えることができるからで

ある。

では，労働能力者に対しては何が求められる

のか。資本と労働の過剰は政府の誤った政策に

よって引き起こされると考えるスクロウプにとっ

て，労働能力のあるすべての労働者に彼自身の

勤労で生活してゆくことのできる手段を与える

ことは政府の第一の義務であった。その手段と

してスクロウプは，道路や運河の建設，灌漑，

築堤など土地改良のための事業と，移民を挙げ

ている。

最後に，新救貧法に対するスクロウプの態度

を見ておこう。マッケイは，下院における法案

審議の中でスクロウプが行った主張を，比較的

詳細に紹介している。マッケイによれば，34

年４月に法案が提出された時点では，スクロウ

プは法案の支持者であったようである。しかし

その後彼は，法案に対する有力な反対者として

行動することになる。

スクロウプの主張は次のようなものであった。

救貧法は，高貴で威厳に満ちた制度であり，イ

ングランドの貧民の大憲章である。そのもっと

も重要な義務は，自分で仕事を見つけることの

できない者たちを仕事に就かせることである。

優秀だが心得違いの人々は，救済を労働不能者

に限定しようとする。しかし，重要なのは労働

能力者の救済である。というのは，教区は彼ら

を仕事に就けることで十分な価値を手に入れる

ことができるのに，彼らを救済しないならば，

彼らはたちまち労働不能者となり，教区を蝕み

始めるからである。スクロウプは，労働能力者

たちに対するワークハウス制度を批判している。

ワークハウスは国中に作られねばならないが，

それがなされる以前に，貧民は飢え死にするか，

さもなくば反乱を起こすであろう。したがって，

ワークハウス制度は，極めて残酷で不正義で危

険で軽率な提案である。スクロウプは，救済に

値しない者たちに関する負担を止めようとする

ことに懸命になるあまり，かえって救済に値す

る者たちを救済するためのあらゆる保障が取り

除かれてしまうことを危惧している。貧民の被

救済権は社会秩序の要石であり，それが取り除

かれれば，イングランドの繁栄と偉大さは直ち

に終わりを告げることになると主張している19）。

以上が，マッケイが紹介するスクロウプの主

張の概要である。後年スクロウプは，新救貧法

にもとづくこの間の救貧行政を肯定的に評価し

ている。スクロウプは，新救貧法において，手

当制度の廃止，教区連合の実現，治安判事から

の権限の取り上げなど，自らの主張が実現した

と述べている。スクロウプは，困窮者の絶対的

な被救済権，および病弱で年老いた貧民に対す

る院外救済の実施というエリザベス救貧法の２

つの原理を保持する目的で，積極的に法案審議

に参加したと述懐している。そして，多くの反

対にもかかわらず，これらの原理にはほとんど

実質的な変更が加えられることなく法案が通過

したと述べている。

７．「19 世紀行政革命」論争と救貧法研究

周知のように，「19 世紀行政革命」論争は，

ダイシーが『法律と世論』で行った問題提起に

端を発する。ダイシーは 19 世紀を，１．旧トー

リー主義すなわち立法休止の時代（1800-1830

年），２．ベンサム主義すなわち個人主義の時代

（1830-1870 年），３．団体主義（Collectivism）の

時代に区分した20）。これに対してマクドノーが
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異を唱えたことから，広範な論者を巻き込んだ

論争が展開したのである21）。

この論争は，1830 年頃から 1850 年代半ばに

かけての中央行政諸機関の創設と，それらによ

る地方行政および民間団体への行政的介入を主

たる対象とし，この「行政革命」の原因，推進

力は何であったか，特にベンサム主義の「行政

革命」における役割の歴史的評価をめぐって争

われた。論争参加者は，この時期を「個人主義

の時代」と特徴づけたダイシーの見解に対する

批判をほぼ共通の前提とし，豊富な行政史的事

実をもってそれを崩壊に導いたとされている。

ところで，この論争の意義のひとつは，それ

が福祉国家起源論の文脈で展開されたというこ

とである。論争参加者の一人であるロバーツの

著作のタイトル22）がそれを端的に表している。

しかし後年，「行政改革」論争の限界が論ぜら

れる中で，ロバーツの見解も批判に晒されてき

た。

イーストウッドは，ロバーツの議論の還元主

義的で単線的な性格を批判しているが，それは，

「行政革命」論争に対する次のような評価と結

びついている。イーストウッドは，この論争が，

「行政革命」の推進力は何であったかという自

らが設定した問題に対して，結局のところ満足

すべき回答を出すことができなかった理由の一

つとして，総じて政治過程が無視されてきたこ

とを挙げている。社会政策の歴史を，もっぱら

行政をめぐる議論の中に押し込めたことによっ

て，行政革命と政治過程との複雑な相互関係を

明らかにするための分析的言語をもちえなかっ

たとし，政策形成における政治過程に対する全

般的な無関心を指摘している。

イーストウッドを含む近年の救貧法研究は，

福祉国家の前史の目的論的解釈や「行政革命」

論争の狭いパラダイムから離れるかたちで進め

られてきた。イーストウッドはその流れを２つ

に要約している。ひとつは，フーコーの影響の

下に展開された「新たな行政史」とも呼びうる

流れ23）であり，いま一つは，社会政策史の文脈

の中で救貧法改革の政治学を読み解こうとする

流れ24）である。イーストウッド自身は後者の流

れに属する。彼によれば，この流れに属する論

者たちの間には，断層ともいえる見解の大きな

相違が存在する25）が，しかし，救貧法の歴史を

理解するうえで政治および政治的言説の中心性

を主張していること，その点で旧来の救貧法研

究に対する暗黙の批判を提示していることにお

いて共通している。

この流れに属する論者たちは，19 世紀初頭

の救貧法改革をめぐる論争を，「改革論者

reformer」と「反改革論者 anti-reformer」の

対立としてではなく，改革に向けての異なる戦

略の争いとして捉える立場をとっている。救貧

法論争が「改革論者」と「反改革論者」の対立

として描かれる場合，概して，古典派経済学と

ベンサム主義の教義を掲げ旧救貧法の中心原理

に反対した者たちだけが「改革論者」と特徴づ

けられる結果となっている。それに対応して，

救貧法改革を促進する言説の体系としての経済

学と，それを遅らせる言説の体系としての農村

的パターナリズムとが並列させられる傾向も浸

透している。これに対してイーストウッドは，

旧救貧法の諸原理を擁護しつつ教区レベルにお

いて試みられた種々の改革プログラムの意義を
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21）論争の経緯については，井上 1983・84，岡田
1987 などを参照されたい。
22）Roberts 1960

23）フーコーに反対する立場からなされたWilliams
1981，救貧法の歴史を権力関係の歴史ととらえ
る Driver 1993，など。

24）Apfel & Dunkley 1985 ， Boyer 1990 ，
Brundage 1972，1974，1978，Dunkley 1973 ，
1974，1979 ，Eastwood 1990，1994a，Fraser
1976，Harling 1992，Lubenow 1971，Mandler
1987，1990ａ，1990ｂ，1990ｃ，Neuman 1982，
など。

25）たとえば，新救貧法と旧救貧法との連続性を強
調する立場と断絶性を強調する立場との対立が
ある。高畑 1994：743-5，参照。



強調している。それは例えば，スタージェス・

バーン改革に対するの次のような評価と結びつ

いてくる。

イーストウッドによれば，マルサス『人口論』

の出版からスタージェス・バーンの法律が通過

した 1818，19 年までの間，救貧法をめぐる論争

は主として 「改革論者」 と 「廃止論者

abolitionist」の対立となった。この対立は，

その廃止を究極の目標としないような救貧法改

正のどんな計画も一顧だにする価値はないとし

たリカードウの主張26）に端的に示されている。

リカードウは，教区が救貧行政のもっとも適切

な単位であることを認めてはいたものの，しか

し教区レベルでの改革は，マクロ経済学レベル

で生じる救貧法の有害な結果を除去することは

できないと考えた。こうした観点からすると，

教区レベルでの改革を目指すことは，ひとつの

虚偽意識ということになろう。

それに対しイーストウッドは，スタージェス・

バーンの法律が，救貧法改革の場としての教区，

および救貧政策の主たる決定者としての救貧税

納付者に再び焦点を当てることによって，「廃

止論者」の影響力を大きく減殺するという政治

的効果をもったことを強調している。もし「廃

止論者」がその時代を支配していたら新救貧法

はありえなかったであろうとし，この法律は新

救貧法の制定に道を開く上で決定的な意味をもっ

たとしている。

こうして，1820 年代後半には「廃止論」は

鳴りを静め，「改革論者」対「廃止論者」の論

争は，異なったタイプの「改革論者」同士の論

争に置き代わっていくことになる。それと同時

に，教区レベルでの改革プログラムは次第に弱

まり，それにかわる新たな改革の動きが出てく

る。地方行政の伝統的単位は，むしろ改革の障

害とみなされるようになり，また，救貧行政を

行う上での政治的権威は救貧税納付者にこそ委

ねられるべきあり，納税の義務と政治的能力は

相互に自動調整的である，とする想定が疑問視

されてくる。イーストウッドは，新救貧法の背

景に，救貧法改革に関する政治的言説のこのよ

うな変化をとらえ，その文脈でベンサム主義の

影響を評価しようとしている27）。

以上，「19 世紀行政革命」論争の反省の上に

立つ新しい救貧法研究の一端を，イーストウッ

ドの議論に即して見てきたわけであるが，それ

は，新救貧法に前後する時期の古典派経済学内

部に存在した多様な改革論議への関心へと導く

ものである。少なくとも，古典派経済学の立場

を事実上の「廃止論」として総括することはで

きない。あるいは，旧救貧法の諸原理を擁護す

る立場を農村的パターナリズムの「反改革論者」

とみなし，それとの対比で古典派経済学者を

「改革論者」と位置づける見方も退けられなけ

ればならない。そうではなく，異なったタイプ

の「改革論」の存在と対立こそが，古典派経済

学の内部に探られなければならないのである。

「よく管理された救貧法制度」とはどのような

ものであるべきか。これをめぐる古典派経済学

内部における論争を見るとき，旧救貧法の原理

に対する理解，貧民の被救済権を承認すること

の是非，救貧行政における納税者および教区の

役割の評価，労働能力者への院外救済が勤勉と

慎慮の形成に及ぼす影響，これらにかかわる見

解の相違が対立の焦点として浮かび上がってく

るように思われる。
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